
 

学術交流協定締結大学一覧 

 

 

 

 

 

協定日 大学名 国（地域）名 備考 

2008.1.29 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 アメリカ 大学間協定 

2009.8.25 東亜大学校工科大学 大韓民国 
部局間協定 

（人間環境学部） 

2009.9.19 ベトナム国家大学ハノイ校 ベトナム 大学間協定 

2009.9.30 梨花女子大学校 大韓民国 大学間協定 

2009.11.20 タシケント国立東洋大学 ウズベキスタン 大学間協定 

2010.1.25 ルーバン・カトリック大学 ベルギー 大学間協定 

2010.3.10 
ルートヴィヒ・マクシミリアン大学 

（ミュンヘン大学） 
ドイツ 

学生交流に関する学

長確認書 

2010.3.15 チュラロンコーン大学 タイ 大学間協定 

2010.3.18 釜山外国語大学校 大韓民国 大学間協定 

2010.3.19 ガジャマダ大学 インドネシア 大学間協定 

2010.4 

（調印合意

済み） 

タマサート大学 タイ 大学間協定 
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※海外の有力大学に限定 

 

＜協定校＞ 

・ﾍﾞﾄﾅﾑ国家大学ﾊﾉｲ校（ﾍﾞﾄﾅﾑ） 

・梨花女子大学校（韓国） 

・ﾙｰﾊﾞﾝ・ｶﾄﾘｯｸ大学（ﾍﾞﾙｷﾞｰ） 

・ﾙｰﾄｳﾞｨﾋ･ﾏｸｼﾐﾘｱﾝ大学(ﾐｭﾝﾍﾝ大学)       

（ドイツ） 

・チュラロンコーン大学（タイ） 

・ガジャマダ大学（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） 

・タマサート大学（タイ） 

          など 

海外協定校 

福岡女子大学 

交換留学協定 

留学生 

留学生 

 

 福岡女子大学の国際化戦略の柱として、外国人留学生向けの短

期（６ヶ月）留学プログラムを創設する。 
 

〔プログラム内容〕 
  
○授業 「日本語」…留学生の日本語レベルに応じた能力別編成 

     「日本文化科目」…日本の現代文化と伝統文化を中心とした内容 

     「専門科目」…女子大の専門科目と日本現代文化を関連させた内容 
  
○日本文化体験…九州国立博物館、ｱｼﾞｱ現代美術館、現代日本作家との意見

交換など、学外に出て現代文化を体験 
  
○日本語合宿…学外施設での日本語のみ使用する合宿研修 

  
○日本人家庭へのホームステイ・ホームビジット 

  
○自主研究、発表…留学生が自分でテーマを設定し、指導教員及び学外のア

ドバイザーからの指導・アドバイスを受けながら研究を実施 

 

〔受入留学生数〕 定員２０名 

現代日本作家等 

日本文化体験の中で 

意見交換 

地域の日本人家庭 

ホームステイ等で

交流 

アカデミック・ 

アドバイザー 

自主研究に対するア

ドバイスを行うため

適任者を指名 

 
受入留学生に対する支援 

 

○奨学金の支給…月額１０万円 

 

○往復旅費の補助…片道１０万円を上限 

 

○寮費免除 

 

○日本人学生サポーターによる支援 

（来日前のコンタクト、空港への送り迎え、生

活上のアドバイス、各種手続きの援助など） 

短期留学生受入れプログラムの概要 

＜学外との連携＞ 
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公立大学法人福岡女子大学職員就業規則（抜粋） 

 

 

 

 

〈省略〉 

 

（定年） 

第２１条 教員の定年は年齢 65年とする。 

２ 前項に定める職員以外の職員の定年は、年齢 60年とする。 

３ 理事長は、教育研究上特別の必要がある場合は、第 1項に規定する定年を超え

て教員を勤務させ、又は第 1項に規定する定年を超える教員を新たに採用するこ

とができる。この場合において必要な事項は別に定める。 

 

 

〈省略〉 
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公立大学法人福岡女子大学教員の定年の特例に関する規則(案) 

 

法人規則第  号 

平成２２年 月  日 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、公立大学法人福岡女子大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)

第２１条第３項の規定に基づき、教員の定年の特例について必要な事項を定めるものと

する。 

 (定年の特例) 

第２条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その対象となる教員の定年に

ついては、就業規則第２１条第１項に規定する定年によらず、当該各号に掲げる年齢と

することができる。 

(1) 学部、大学院研究科等の設置に伴い、法人に在職している教員を定年を超えて勤務

させることが必要であると理事長が特に認める場合 再任するときに付す任期の末日

又は理事長が必要と認める期間の末日におけるその者の年齢 

(2) 学部、大学院研究科等の設置に伴い、教員を採用する場合 採用するときに付す任

期の末日におけるその者の年齢 

（その他) 

第 3 条 この規則の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、平成２３年４月 1日から施行する。 
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